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任
命
責
任
２
回
あ
る
の
で
は

質
問　

任
命
１
期
目
で
談
合
、
２
期
目

で
逮
捕
。
市
長
は
人
物
吟
味
不
足
。
任

命
責
任
は
２
回
あ
る
。
見
解
を
。

市
長　

犯
罪
を
起
こ
し
た
事
が
分
か
っ

て
い
れ
ば
提
案
し
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う

こ
と
が
な
い
と
信
じ
て
い
ま
し
た
の
で

議
会
に
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

市
長
の
監
督
責
任
の
自
覚
は

質
問　

市
長
は
「
元
副
市
長
個
人
の
問

題
」
と
発
言
。
副
市
長
の
指
揮
監
督
は

市
長
の
役
目
。
監
督
責
任
の
自
覚
は
。

市
長　

本
件
は
元
副
市
長
個
人
の
犯
罪

で
あ
る
こ
と
が
立
件
さ
れ
て
い
ま
す
。

質
問　

少
子
化
対
策
や
子
育
て
支
援
と

し
て
の
政
策
的
な
考
え
か
ら
、
全
国
的

に
給
食
無
料
化
の
動
き
が
あ
る
。
前
橋

市
ほ
か
県
内
半
数
の
市
で
一
部
無
料
化

に
踏
み
切
っ
た
。
本
市
の
無
料
化
の
考

え
は
。

　

ま
た
、
給
食
は
子
ど
も
た
ち
の
発
育

段
階
で
、
し
っ
か
り
食
べ
る
こ
と
に
よ

り
精
神
面
で
の
安
定
が
図
れ
、
学
力
向

上
、
非
行
防
止
に
つ
な
が
る
重
要
な
食

育
で
あ
る
。
味
、
質
、
量
の
面
で
足
り

て
い
る
の
か
。
給
食
材
料
費
補
助
に
つ

い
て
も
聞
き
た
い
。

学
校
教
育
部
長　

給
食
費
の
無
料
化
は
、

財
政
的
に
非
常
に
厳
し
い
状
況
で
あ
り

ま
す
。
現
在
、
段
階
的
な
支
援
策
の
実

施
に
向
け
た
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
味
、
量
、
質
に
つ
い
て
は
、
毎
月

の
献
立
会
議
で
学
校
関
係
者
の
意
見
を

確
認
し
配
慮
し
て
い
ま
す
。
給
食
材
料

費
補
助
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
保

護
者
か
ら
徴
収
し
た
給
食
費
で
賄
っ
て

い
く
前
提
に
立
ち
、
支
援
策
を
考
え
て

い
き
ま
す
。

東
部
給
食
調
理
場
建
設
時
期
は

質
問　

計
画
段
階
に
あ
る
東
部
給
食
調

理
場
は
建
設
で
き
る
の
か
。
ま
た
そ
の

時
期
は
。

学
校
教
育
部
長　

建
設
す
る
考
え
方
は

変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
財
源
の
調
整
を

行
う
中
で
、
合
併
特
例
債
の
活
用
も
あ

る
の
で
こ
の
期
間
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

無
料
化
の
約
束
を

質
問　

給
食
費
無
料
化
は
、
本
市
で
も

実
施
時
期
が
来
て
い
る
。
市
長
の
決
断

で
来
年
度
に
は
実
施
す
る
と
い
う
約
束

が
で
き
る
か
。

市
長　

段
階
的
な
支
援
策
の
実
現
に
向

け
た
検
討
を
行
う
よ
う
担
当
部
署
に
指

示
し
て
い
ま
す
。

官
製
談
合
に
つ
い
て

平
方　

嗣
世　

議
員　

給
食
費
無
料
化
と
食
育

星
野　

安
久　

議
員　

任
命
責
任
者
と
し
て
給
与
減
額
と
い
う

形
で
責
任
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

元
副
市
長
派
遣
元
、
群
馬
県
の
対
応
は

質
問　

県
を
形
式
退
職
派
遣
、
人
選
誤

り
の
県
の
対
応
に
抗
議
す
べ
き
。
そ
れ

と
も
市
長
自
ら
個
人
指
名
に
よ
る
派
遣

要
請
を
し
た
の
か
。

市
長　

県
に
派
遣
を
お
願
い
し
ま
し
た

が
、
市
議
会
の
同
意
を
い
た
だ
き
再
任

し
て
い
ま
す
。
今
回
の
件
は
個
人
の
起

こ
し
た
不
祥
事
の
責
任
で
あ
り
ま
す
の

で
、
市
か
ら
県
に
申
し
上
げ
る
べ
き
立

場
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。　
　

処
分
に
つ
い
て

質
問　

元
副
市
長
解
任
決
定
の
際
、
地

方
公
務
員
法
第
28
条
第
２
項
第
２
号
及

び
地
方
自
治
法
施
行
規
程
第
13
条
、
第

16
条
に
基
づ
く
懲
戒
免
職
処
分
も
検
討

し
て
、
解
任
決
定
を
行
っ
た
の
か
。

市
長　

辞
表
を
受
理
す
る
方
法
も
考
え

ら
れ
ま
し
た
が
、
市
民
の
皆
様
に
こ
れ

だ
け
迷
惑
を
か
け
た
中
で
、
非
常
に
厳

し
い
「
解
職
」
と
い
う
手
続
き
を
と
る

こ
と
を
決
断
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

退
職
金
に
つ
い
て
も
、
市
は
出
さ
な
い

こ
と
と
し
て
手
続
き
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
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質
問　

鳥
獣
害
対
策
と
し
て
電
気
柵
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。
設
置
状
況
と
一
斉

点
検
の
結
果
は
。

農
政
部
長　

４
年
間
で
、
31
組
合
２
７

５
０
３
㍍
を
設
置
し
ま
し
た
。
設
置
者

に
は
、
設
置
や
点
検
の
指
導
を
し
ま
し

た
。

質
問　

農
地
中
間
管
理
機
構
に
よ
る
農

地
集
積
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
現
状
は
。

農
政
部
長　

昨
年
か
ら
本
年
７
月
ま
で

に
貸
付
け
希
望
者
は
15
人
41
筆
で
、
そ

の
う
ち
、
今
年
度
に
４
筆
４
３
４
４
平

方
㍍
が
権
利
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

質
問　

２
３
４
人
の
認
定
農
業
者
協
議

会
と
、
今
年
度
開
塾
し
た
「
農
業
未
来

本
市
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
の
対
策

は質
問　

本
年
４
月
か
ら
支
援
制
度
が
始

ま
っ
た
。
相
談
窓
口
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

化
や
住
宅
支
援
が
義
務
化
さ
れ
た
。
対

応
は
。
ま
た
任
意
事
業
と
し
て
、
国
の

補
助
制
度
を
活
用
し
て
、
子
ど
も
の
学

習
支
援
な
ど
事
業
化
で
き
る
。
見
解
は
。

保
健
福
祉
部
長　

法
に
基
づ
く
事
業
等

の
う
ち
、
本
市
の
必
須
事
業
で
あ
る｢

自

立
相
談
支
援
事
業
」
と
「
住
居
確
保
給

付
金
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

　

任
意
事
業
は
、
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努

め
、
事
業
化
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

学
校
教
育
部
長　

各
学
校
で
は
、
公
教

育
に
お
け
る
教
育
の
平
等
性
か
ら
、
学

力
の
差
を
作
ら
な
い
よ
う
、
日
々
の
授

業
の
充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。
少
人
数

学
級
を
編
制
す
る
な
ど
の
き
め
細
か
な

指
導
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

質
問　

子
ど
も
や
ひ
と
り
親
世
帯
、
さ

ら
に
女
性
の
貧
困
対
策
が
望
ま
れ
る
。

奨
学
金
や
新
制
度
の
修
学
資
金
貸
与
な

ど
、
ま
た
寡
婦
（
夫
）
控
除
の
、
み
な

し
適
用
も
必
要
だ
。
相
談
者
に
寄
り
添

い
、
分
か
り
や
す
い
支
援
策
は
。

学
校
教
育
部
長　

奨
学
金
に
つ
い
て
は
、

教
育
基
本
法
の
教
育
の
機
会
均
等
の
考

え
方
に
沿
っ
て
、
経
済
的
な
理
由
に
よ

り
進
学
や
修
学
を
断
念
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
現
行
の
貸
与
型
奨
学
金
制
度

を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

保
健
福
祉
部
長　

保
育
料
の
一
部
適
用

以
外
は
寡
婦
（
夫
）
控
除
の
み
な
し
適

用
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
近
年
他
市
等

で
こ
の
取
り
扱
い
が
広
が
っ
て
い
る
こ

と
は
認
識
し
て
い
ま
す
。
ま
た
よ
り
分

か
り
や
す
い
対
応
に
つ
い
て
は
、
引
き

続
き
研
究
を
し
て
い
き
ま
す
。

渋
川
市
の
農
林
業
の
振
興
に
つ
い
て

細
谷　

浩　

議
員　

子
ど
も
の
貧
困
対
策
は

　
　

未
来
の
渋
川
の
活
力

安
カ
川　

信
之　

議
員 　

塾
」
の
各
組
織
の
目
指
す
も
の
は
。

農
政
部
長　

し
ぶ
か
わ
農
業
の
課
題
の

明
確
化
や
、
自
己
の
農
業
経
営
強
化
と

地
域
で
の
農
業
の
中
心
的
役
割
を
担
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
す
。

質
問　

「
選
別
農
薬
農
法
」
で
ブ
ラ
ン

ド
化
を
推
し
進
め
て
い
る
が
現
状
は
。

農
政
部
長　

市
内
各
地
で
農
法
の
技
術

講
習
会
を
開
催
し
、
４
７
８
登
録
61
㌶

74
戸
の
農
家
が
生
産
登
録
し
ま
し
た
。

ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
つ
い
て

質
問　

来
年
１
月
に
開
催
さ
れ
る
全
国

中
学
校
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
大
会
に
市
内

の
小
中
学
生
の
応
援
参
加
は
。

学
校
教
育
部
長　

教
育
課
程
に
ス
ケ
ー

ト
を
取
り
入
れ
て
い
る
学
校
で
は
、
全

校
体
制
の
応
援
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

古
巻
公
民
館
の
建
て
替
え
に
つ
い
て

質
問　

定
住
人
口
の
増
加
が
期
待
さ
れ

る
古
巻
地
区
に
、
行
政
の
窓
口
や
生
涯

学
習
の
拠
点
と
し
て
、
複
合
的
な
機
能

を
持
つ
公
民
館
の
建
設
は
。

生
涯
学
習
部
長　

総
合
計
画
上
の
位
置

づ
け
、
増
築
部
分
の
取
り
扱
い
、
補
助

金
の
返
還
な
ど
の
問
題
を
整
理
し
、
検

討
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
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